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【第１４条】 出向 

条文 

‣出向 

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働

者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命

令は、無効とする。 

解説 

(１) 趣旨 

‣趣旨 

(２) 内容 

① 法第１４条は、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その出向の命令が権利

を濫用したものと認められる場合には無効となることを明らかにする とともに、権利濫用であるか否

かを判断するに当たっては、出向を命ずる必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情が考

慮されることを規定したものです。 
 

② 法第１４条の「出向」とは、いわゆる在籍型出向をいうものであり、使用者（出向元）と出向を命じられ

た労働者との間の労働契約関係が終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用され

て労働に従事することをいうものです。 
 

③ 法第１４条の「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において」とは、労働契約を締結する

ことにより直ちに使用者が出向を命ずることができるものではなく、どのような場合に使用者が出向

を命ずることができるのかについては、個別具体的な事案に応じて判断されるものです。 

出向は大企業を中心に広く行われていますが、出向の権利濫用が争われた裁判例もみられ、 

また、出向は労務の提供先が変わることから労働者への影響も大きいと考えられることから、 

権利濫用に該当する出向命令による紛争を防止する必要があります。 

このため、法第１４条において、権利濫用に該当する出向命令の効力について規定したものです。 


